
本  　　所・・・32-8279 昭代支所・・・73-6241 大 和 支 所・・・76-3009 三橋支所・・・73-6131

蒲池支所・・・72-9233 柳　川　支　所・・・73-6311 皿垣開支所・・・76-0211

55,310円

Ｊ Ａ 柳 川
ＪＡとお取り引きのない方でもお気軽にご相談ください。

100万円 10,870円 18,045円 25,311円 36,391円 43,895円

18,757円

保証料（一括払い）のめやす

保証料　０．７％ 3年 5年 7年 10年 12年 15年

300万円 85,404円 52,059円 37,775円 27,069円 22,911円

56,936円 34,706円 25,183円 18,046円 15,274円 12,505円

15年
（180回払い）

毎
月
返
済

100万円 28,468円 17,353円 12,591円 9,023円 7,637円 6,252円

200万円

3年
（36回払い）

5年
（60回払い）

7年
（84回払い）

10年
（120回払い）

12年
（144回払い）

27,604円 23,451円 19,305円

金利 年　１．６％

毎
月
返
済 300万円 85,928円 52,583円 38,302円

7,816円 6,435円

200万円 57,285円 35,056円 25,535円 18,403円 15,634円 12,870円

100万円 28,643円 17,527円 12,767円 9,201円

ご返済のめやす

金利 年　２．０％

3年
（36回払い）

5年
（60回払い）

7年
（84回払い）

10年
（120回払い）

12年
（144回払い）

15年
（180回払い）

無担保 

 
 
 
 
 

ご融資期間 

ご返済期間 

最長 

15年 

最高

1,000

万 

 
 
 
 
 

ご融資期間 

ご返済期間 



商 品 概 要 説 明 書 

《 ＪＡ無担保住宅ローン 》（基金協会保証型）      （平成３１年３月２６日現在適用中） 

 １．商品名 ＪＡ無担保住宅ローン 

 ２．お使いみち 

○ご本人またはご家族が常時居住するための住宅を対象とし、次のいずれかに該当すること。 

①住宅の新築、 ②新築住宅の購入（土地付住宅および分譲マンションを含む） ③中古住宅の購入（土地付住宅および分譲マンションを含む） ④住

宅の増改築・改装・補修およびその他住宅に付帯する施設等の住宅関連設備資金  ⑤現在、他金融機関等からお借入中の住宅ローン・リフォームロ

ーンの借換 

※ご家族は、本人および配偶者の父母、祖父母、子、孫とします。※土地の購入のみでのご利用はできません。 

※住宅関連設備の例 ・システムキッチン、ユニットバス、システムタイプの洗面化粧台・住宅の増改築等に伴う冷暖房設備、給排水施設・宅地内の植

樹、造園・門、塀、車庫、物置 ・エコ関連設備 等 

３．ご利用 

いただける方 

○当ＪＡの組合員の方。（お借入時までに、組合員にご加入いただける方。） 

○お借入時の年齢が満20歳以上66歳未満で、最終返済時年齢が71歳未満の方。 ただし、農業者の方で後継者を連帯保証人とする場合を除きます。 

○前年度税込年収が150万円以上の方。 自営業者の場合、過去2年間の所得が250万円以上の方。 

○同一勤務先に1年以上継続してお勤めの方。自営業者の場合、2年以上継続して営業の方。 

○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 

○当ＪＡが指定する団体信用生命共済に加入が認められる方。ただし、お借入金額が300万円以下の場合を除きます。 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

４．お借入金額 ○10万円以上1,000万円以内（1万円単位）とし、所要金額の範囲内とします。 

５．お借入期間 
○1年以上15年以内 

 ※他金融機関等からお借入中の住宅ローン・リフォームローンの借換の場合、借換する住宅ローン・リフォームローンの残存期間の範囲内とします。 

６．お借入利率 

○次のいずれかよりご選択いただけます。 

【固定金利型】    当初のお借入利率を、お借入期限まで適用いたします。（お借入期間中の見直し・変更はございません。） 

【固定変動選択型】  当初お借入時に、固定金利または変動金利（ＪＡが定めた住宅ローンプライムレートを基準とした変動金利）をご選択いただきま

す。固定金利を選択された場合、固定金利期間（3年・5年・10年）をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。 

固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利（固定変動選択型の固定金利）を選択することもできますが、その際の利率は当

初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合には、変動金利（ＪＡが

定めた住宅ローンプライムレートを基準とした変動金利）に切り替わります。変動金利の期間中は、お申出により固定金利（固定変動選択型の固定金

利）を選択できます。  ※「固定変動選択型」から、「固定金利型」および「変動金利型」への変更はできません。 

【変動金利型】   ＪＡが定めた住宅ローンプライムレートを基準とした変動金利または銀行の長期プライムレートを基準とした変動金利をご選択いた

だきます。お借入後の利率は、基準日（4月 1日および10月 1日）の基準利率（ＪＡが定めた住宅ローンプライムレートまたは銀行の長期プライムレ

ート）により、年2回見直しを行います。基準日に対しそれぞれ6月および12月のご返済日の翌日から適用します。 

※「変動金利型」から、他の「変動金利型」への変更はできません。 

○お借入利率等、詳細については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

７．ご返済方法 

○「元利均等方式」 

○「毎月返済」と「毎月・ボーナス併用返済（毎月返済に加え年2回、特定月の増額返済）」からご選択いただけます。 

※ボーナス返済分の返済合計元金は、お借入金額の50％を限度とします。 

○その他返済方法等、詳細については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

○変動金利型の場合、お借入利率に変更があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間(10月1日の基準日を5回経過するまで)

はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借

入期間が満了しても未返済残高がある場合には，原則として最終返済期日に一括返済していただきます。 

８．担保 ○不要です。 

９．保証 

○当ＪＡが指定する保証機関（福岡県農業信用基金協会）の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 

ただし、保証機関が必要と判断した場合および次の場合は保証人が必要です。 

・ご融資対象建物およびご融資対象建物の当該の土地が家族名義の場合は、原則として、建物および土地の所有者を連帯保証人としていただきます。た

だし、お借入金額が500万円以下の場合を除きます。 

・所得の合算がある場合、その方を連帯保証人としていただきます。 

10．保証料 

○一括前払い・分割払いのいずれかをご選択いただけます。 

①一括前払い  お借入時に一括して保証料（年率0.70%で計算した金額）をお支払いいただきます。 

②分割払い   約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料（年率0.70%で計算した金額）をお支払いいただきます。 

※ＪＡ住宅ローンをご利用の方、または借入予定が確認できる方は保証料率年0.50%とさせていただきます。 

ただし、福岡県農業信用基金協会における2019年4月1日から2019年3月31日までの正式審査申込受付分が対象となります。 

11．団体信用 

生命共済 

○当ＪＡ所定の 3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。（ただし、お借入れ金額が 300万円以下の場合を除く。）なお、共済掛金は当

ＪＡが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。 

団体信用生命共済名 加算利率 

団体信用生命共済（特約なし） なし 

長期継続入院特約付団体信用生命共済 年0.3％ 

三大疾病保障特約付団体信用生命共済 年0.3％ 
 

12.９大疾病 

補償保険 
○ご希望により「９大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が加算されます。  年0.3％ 

13.苦情処理措置お

よび紛争解決措置

の内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当ＪＡ本所、各支所（金融課）にお申し出ください。当ＪＡでは規則の制定など

苦情等に対処する体制を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 

 また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）でも、苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 

 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当ＪＡ本所、各支所（金融課）またはＪＡバンック相談所にお申

し出ください。 福岡県弁護士会紛争解決センター  天神弁護士センター   （電話：０９２－７４１－３２０８） 

北九州法律相談センター （電話：０９３－５６１－０３６０）  久留米法律相談センター （電話：０９４２－３０－０１４４） 

14．その他 

○お申込に際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場

合もございますので、あらかじめご了承ください。 

○お借入利率は、金融情勢等により変更することがあります。○ご返済額の試算については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

JA柳川                                                         JA無担保住宅ローン 


